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こ
れ
か
ら
の
地
域
支
援
事
業
は17

に
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。
今

後
は
、
早
急
に
認
定
調
査
員

の
増
員
、
事
務
執
行
の
見
直

し
を
行
い
、
早
期
に
法
に
定

め
る
期
間
に
認
定
結
果
通
知

を
出
せ
る
よ
う
努
め
て
い
く
。

質問
介
護
保
険
制
度
の
諸
課
題

と
し
て
の
必
要
性
な
ど
の
見

直
し
が
求
め
ら
れ
る
場
合
も

あ
る
。

　

補
助
金
の
支
出
を
全
体
的

に
見
直
す
に
は
、
補
助
金
の

基
本
的
な
考
え
方
や
補
助
制

度
の
あ
り
方
を
示
す
基
準
等

の
策
定
も
有
効
な
手
段
の
一

つ
と
考
え
て
い
る
。
先
進
事

例
も
参
考
に
し
な
が
ら
今
後

検
討
し
て
い
き
た
い
。

質問
補
助
金
交
付
事
業
の
検
証

質問
意
見
公
募
手
続
き
の
課
題

じ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
本
市
で

は
、
平
成
28
年
３
月
に
事
業

を
開
始
す
る
予
定
で
、
当
初

は
指
定
事
業
者
に
よ
る
訪
問

介
護
と
通
所
介
護
を
実
施
し
、

そ
の
後
は
住
民
主
体
の
サ
ー

ビ
ス
や
短
期
集
中
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
を
、
地
域
の
実
情
を

踏
ま
え
、
事
業
実
施
に
向
け
、

検
討
を
進
め
て
い
く
。

質問
高
齢
者
の
安
心
の
暮
し
を

質問
郭
町
周
辺
の
防
災
対
策

期
間
で
は
困
難
で
あ
る
。
ま

た
、
植
樹
可
能
な
場
所
の
選

定
な
ど
多
く
の
課
題
が
あ
る

た
め
、
樹
木
の
保
全
や
植
樹

に
は
、
長
期
的
な
視
点
を
持

っ
た
取
組
が
必
要
で
あ
る
。

　

今
後
、
子
々
孫
々
に
樹
木

を
残
す
た
め
、
百
年
単
位
で

将
来
を
見
据
え
、
樹
木
を
遺

産
と
し
て
残
す
計
画
的
な
取

組
を
研
究
し
て
い
き
た
い
。

質問
な
ぐ
わ
し
公
園
整
備

質問
遺
産
と
し
て
と
ら
え
る
緑

の
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

質問
文
化
施
設
の
運
営

質問
橋
の
安
全
対
策

質問
川
越
市
庁
舎
管
理
規
則

の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

市
と
し
て
も
、
社
会
福
祉
協

議
会
は
も
と
よ
り
、
民
生
委

員
や
地
域
の
方
々
、
ま
た
関

係
事
業
者
の
協
力
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
高
齢
者
の
方
々

を
地
域
で
見
守
り
、
支
え
合

い
の
仕
組
み
を
広
げ
て
い
く

こ
と
は
、
非
常
に
大
切
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

質問
高
齢
者
の
見
守
り
と
健
康

質問
高
階
地
域
の
防
災
対
策

問問
介
護
申
請
か
ら
決
定
ま
で

遅
延
件
数
９
６
３
０
件
、
遅

延
比
率
75
％
と
標
準
処
理
期

間
を
大
き
く
逸
脱
し
、
延
長

通
知
す
ら
未
発
送
な
の
は
法

に
反
す
る
行
政
手
続
で
は
？

答
副
市
長　

介
護
保
険
法
第

27
条
第
11
項
の
規
定
に
基
づ

く
延
期
通
知
の
送
付
に
つ
い

て
は
、
同
法
に
合
致
し
て
い

な
い
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
。

多
く
の
認
定
結
果
通
知
を
お

待
ち
し
て
い
る
市
民
の
皆
様

問問
補
助
金
の
支
出
を
全
体
的

に
見
直
す
た
め
に
、
制
度
の

あ
り
方
を
含
め
た
指
針
や
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
が
必
要

と
考
え
る
が
、
市
の
見
解
は
。

答
政
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補
助
制

度
は
公
益
的
な
活
動
を
支
援

す
る
上
で
有
効
な
手
段
の
一

つ
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

本
市
が
交
付
す
る
補
助
金

に
は
、
社
会
状
況
の
変
化
に

よ
り
、
補
助
制
度
創
設
当
初

の
目
的
や
政
策
実
現
の
手
段

問問
介
護
保
険
制
度
に
よ
る
地

域
支
援
事
業
の
新
し
い
介
護

予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
に
つ
い
て
問
う
。
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業
の
新
し
い
介
護
予
防
・
日

常
生
活
支
援
総
合
事
業
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、

こ
れ
ま
で
要
支
援
１
又
は
２

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
が

利
用
し
て
い
る
予
防
給
付
の

う
ち
、
訪
問
介
護
及
び
通
所

介
護
を
全
国
一
律
の
基
準
で

は
な
く
、
地
域
の
実
情
に
応

問問
市
内
の
樹
木
を
新
た
に
増

や
し
保
全
し
て
い
く
た
め
に

は
、
百
年
単
位
で
将
来
を
見

据
え
樹
木
や
緑
を
遺
産
と
し

て
残
す
計
画
的
な
取
組
が
必

要
と
思
う
が
、
市
の
見
解
は
。

答
環
境
部
長　

樹
木
は
、
生

活
に
潤
い
と
や
す
ら
ぎ
を
与

え
て
く
れ
る
が
、
本
市
で
は
、

開
発
等
に
よ
り
減
少
傾
向
に

あ
る
。

　

樹
木
を
植
樹
し
、
樹
林
を

形
成
し
よ
う
と
し
て
も
、
短

問問
橋
の
拡
幅
等
に
よ
る
安
全

対
策
で
は
多
く
の
費
用
と
時

間
が
必
要
と
な
る
為
、
早
期

の
安
全
対
策
と
し
て
歩
道
を

分
離
す
る
防
護
柵
等
の
設
置

に
よ
る
対
策
は
可
能
か
？

答
建
設
部
長　

橋
の
拡
幅
や

架
け
替
え
に
は
、
多
く
の
費

用
と
時
間
が
必
要
と
な
る
こ

と
か
ら
、
現
場
状
況
を
よ
く

確
認
し
、
歩
車
を
分
離
す
る

防
護
柵
の
設
置
な
ど
、
比
較

的
早
期
に
で
き
る
安
全
対
策

問問
高
齢
者
の
方
へ
の
見
守
り

活
動
は
大
変
重
要
で
あ
り
、

市
長
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
発

揮
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り

や
事
業
化
が
必
要
と
考
え
る

が
、
市
長
の
見
解
を
伺
う
。

答
市
長　

超
高
齢
社
会
を
向

か
え
た
今
日
、
災
害
時
の
み

な
ら
ず
、
日
常
生
活
に
お
い

て
も
、
高
齢
者
の
方
々
が
社

会
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
社
会


